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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板本体と、
　前記基板本体の一方の面側に開口する溝であって、内底面の周縁部と内側面の一端部と
が、前記内底面に対して末広がりに傾斜する傾斜面を介して連続する溝と、
　一端が前記内底面に連通し、他端が前記基板本体の他方の面側に開口する貫通孔と、
　前記他端側から前記貫通孔の少なくとも一部を充填する第１導電層と、
　前記第１導電層の前記溝側の面を被覆し、前記溝内の前記内側面を除く部分の少なくと
も一部に延在する第２導電層と、
　前記第２導電層を被覆し、前記溝を充填する第３導電層と、を有する配線基板。
【請求項２】
　前記第２導電層は、前記内底面の全部、及び前記傾斜面の少なくとも一部に延在する請
求項１記載の配線基板。
【請求項３】
　前記第１導電層の前記溝側の面は、前記内底面に対して前記基板本体の他方の面側に窪
んだ位置にある請求項１又は２記載の配線基板。
【請求項４】
　前記第１導電層の前記溝側の面の反対面は前記貫通孔の前記他端から露出し、前記反対
面は前記基板本体の他方の面と略面一である請求項１乃至３の何れか一項記載の配線基板
。
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【請求項５】
　前記第３導電層は前記溝の開口部から露出し、前記開口部から露出する面は前記基板本
体の一方の面と略面一である請求項１乃至４の何れか一項記載の配線基板。
【請求項６】
　前記内側面は、前記内底面に対して垂直である請求項１乃至５の何れか一項記載の配線
基板。
【請求項７】
　前記貫通孔の径は、前記溝の幅よりも小さい請求項１乃至６の何れか一項記載の配線基
板。
【請求項８】
　前記第２導電層は、チタン（Ｔｉ）膜と銅（Ｃｕ）膜が前記第１導電層上に順次積層し
た導電層である請求項１乃至７の何れか一項記載の配線基板。
【請求項９】
　基板本体に、前記基板本体の一方の面側に開口する溝であって、内底面の周縁部と内側
面の一端部とが、前記内底面に対して末広がりに傾斜する傾斜面を介して連続する溝を形
成する第１工程と、
　前記基板本体に、一端が前記内底面に連通し、他端が前記基板本体の他方の面側に開口
する貫通孔を形成する第２工程と、
　前記基板本体の前記他方の面に金属層を形成する第３工程と、
　前記金属層を給電層とする電解めっき法により、前記他端側から前記貫通孔の少なくと
も一部を充填する第１導電層を形成する第４工程と、
　前記第１導電層の前記溝側の面を被覆し、前記溝内の前記内側面を除く部分の少なくと
も一部に延在する第２導電層を形成する第５工程と、
　前記金属層、前記第１導電層、及び前記第２導電層を給電層とする電解めっき法により
、前記第２導電層を被覆し、前記溝を充填する第３導電層を形成する第６工程と、
　前記金属層を除去する第７工程と、を有する配線基板の製造方法。
【請求項１０】
　前記第５工程では、前記内底面の全部及び前記傾斜面の少なくとも一部に延在する第２
導電層を形成する請求項９記載の配線基板の製造方法。
【請求項１１】
　前記第４工程では、前記第１導電層の前記溝側の面が、前記内底面に対して前記基板本
体の他方の面側に窪んだ位置となるように第１導電層を形成する請求項９又は１０記載の
配線基板の製造方法。
【請求項１２】
　前記第１工程は、アルカリ性溶液を用いた異方性エッチングにより前記傾斜面を形成す
る工程を含む請求項９乃至１１の何れか一項記載の配線基板の製造方法。
【請求項１３】
　前記基板本体はシリコンからなり、
　前記基板本体の一方の面は、前記シリコンの（１００）面又は（１１０）面である請求
項９乃至１２の何れか一項記載の配線基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、溝及び貫通孔を有する配線基板、及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　図１は、従来の配線基板を例示する断面図である。図１を参照するに、配線基板１００
は、基板本体１１０と、第１絶縁層１２０と、第１導電層１３０と、第２導電層１４０と
、第２絶縁層１５０と、第３絶縁層１６０と、第１外部接続端子１７０と、第２外部接続
端子１８０とを有する。
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【０００３】
　配線基板１００において、基板本体１１０は、第１導電層１３０等を形成する基体とな
る部分であり、溝１１０ｘと、溝１１０ｘに連通する貫通孔１１０ｙとが形成されている
。第１絶縁層１２０は、基板本体１１０の面１１０ａ及び１１０ｂ、溝１１０ｘの内底面
及び内側面、並びに貫通孔１１０ｙの内側面に形成されている。
【０００４】
　第１導電層１３０は、溝１１０ｘの内底面及び内側面、並びに貫通孔１１０ｙの内側面
を被覆する第１絶縁層１２０上に形成されている。第２導電層１４０は、第１導電層１３
０上に、溝１１０ｘ及び貫通孔１１０ｙを充填するように形成されている。第１導電層１
３０は、第２導電層１４０と電気的に接続されている。
【０００５】
　第２絶縁層１５０は、基板本体１１０の面１１０ａを被覆する第１絶縁層１２０上、並
びに第１導電層１３０及び第２導電層１４０の一部の上に形成されている。第２絶縁層１
５０は開口部１５０ｘを有し、開口部１５０ｘの底部には第２導電層１４０の一部が露出
している。
【０００６】
　第３絶縁層１６０は、基板本体１１０の面１１０ｂを被覆する第１絶縁層１２０上、並
びに第１導電層１３０及び第２導電層１４０の一部の上に形成されている。第３絶縁層１
６０は開口部１６０ｘを有し、開口部１６０ｘの底部には第２導電層１４０の一部が露出
している。
【０００７】
　第１外部接続端子１７０は、開口部１５０ｘの底部に露出する第２導電層１４０上に形
成されている。第１外部接続端子１７０は、第２導電層１４０と電気的に接続されている
。第２外部接続端子１８０は、開口部１６０ｘの底部に露出する第２導電層１４０上に形
成されている。第２外部接続端子１８０は、第２導電層１４０と電気的に接続されている
。
【０００８】
　図２～図４は、従来の配線基板の製造工程を例示する図である。始めに、図２に示す工
程では、基板本体１１０に溝１１０ｘと、溝１１０ｘに連通する貫通孔１１０ｙとを形成
し、基板本体１１０の面１１０ａ及び１１０ｂ、溝１１０ｘの内底面及び内側面、並びに
貫通孔１１０ｙの内側面に第１絶縁層１２０を形成する。そして、基板本体１１０の面１
１０ａ、溝１１０ｘの内底面及び内側面、並びに貫通孔１１０ｙの内側面を被覆する第１
絶縁層１２０上に、スパッタ法等により第１導電層１３０Ｓを形成する。なお、第１導電
層１３０Ｓは、不要部分が除去されて、最終的には第１導電層１３０となる層である。
【０００９】
　次いで、図３に示す工程では、基板本体１１０の面１１０ｂを被覆する第１絶縁層１２
０上に、接着層２１０を介して銅板２２０を配設する。接着層２１０は、貫通孔１１０ｙ
に対応する開口部２１０ｘを有する。そして、銅板２２０及び第１導電層１３０Ｓをめっ
き給電層に利用した電解めっき法により、第１絶縁層１２０及び第１導電層１３０Ｓが形
成された溝１１０ｘ及び貫通孔１１０ｙを充填し、基板本体１１０の面１１０ａ上に形成
された第１導電層１３０Ｓを被覆する第２導電層１４０Ｓを形成する。なお、第２導電層
１４０Ｓは、不要部分が除去されて、最終的には第２導電層１４０となる層である。
【００１０】
　次いで、図４に示す工程では、ＣＭＰ（Chemical　Mechanical　Polishing）法等によ
り基板本体１１０の面１１０ａ上の第２導電層１４０Ｓを研磨して第２導電層１４０を形
成すると共に、基板本体１１０の面１１０ａ上の第１導電層１３０Ｓを露出させる。そし
て、露出した第１導電層１３０Ｓをエッチングにより除去し、第１導電層１３０を形成す
る。その後、図３に示す接着層２１０及び銅板２２０を除去する。
【００１１】
　次いで、周知の方法により、図４に示す構造体に、第２絶縁層１５０、第３絶縁層１６
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０、第１外部接続端子１７０、及び第２外部接続端子１８０を形成することにより、図１
に示す配線基板１００が完成する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】特開２００４－１５８５３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　ところで、前述の図３に示す工程では、銅板２２０及び第１導電層１３０Ｓをめっき給
電層に利用した電解めっき法により第２導電層１４０Ｓを形成する。この際、溝１１０ｘ
では、内側面に形成された第１導電層１３０Ｓ側、及び内底面に形成された第１導電層１
３０Ｓ側から同時にめっき膜が成長する。又、貫通孔１１０ｙでは、内側面に形成された
第１導電層１３０Ｓ側、及び銅板２２０側から同時にめっき膜が成長する。
【００１４】
　そのため、溝１１０ｘに形成された第２導電層１４０Ｓにおいて、複数の方向から成長
してきためっき膜同士の接合部にシームやボイド等の欠陥が発生する場合がある。又、貫
通孔１１０ｙに形成された第２導電層１４０Ｓにおいて、複数の方向から成長してきため
っき膜同士の接合部にシームやボイド等の欠陥が発生する場合がある。このようなシーム
やボイド等の欠陥は、溝１１０ｘや貫通孔１１０ｙのアスペクト比が大きくなると特に発
生しやすい。第２導電層１４０Ｓにシームやボイド等の欠陥が発生すると、第２導電層１
４０Ｓが熱応力により断線したり、第１外部接続端子１７０や第２外部接続端子１８０と
の接続信頼性が低下したりする問題が生じる。
【００１５】
　本発明は、上記の点に鑑みてなされたものであり、シームやボイド等の欠陥が発生し難
い配線基板、及びその製造方法を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本配線基板は、基板本体と、前記基板本体の一方の面側に開口する溝であって、内底面
の周縁部と内側面の一端部とが、前記内底面に対して末広がりに傾斜する傾斜面を介して
連続する溝と、一端が前記内底面に連通し、他端が前記基板本体の他方の面側に開口する
貫通孔と、前記他端側から前記貫通孔の少なくとも一部を充填する第１導電層と、前記第
１導電層の前記溝側の面を被覆し、前記溝内の前記内側面を除く部分の少なくとも一部に
延在する第２導電層と、前記第２導電層を被覆し、前記溝を充填する第３導電層と、を有
することを要件とする。
【００１７】
　本配線基板の製造方法は、基板本体に、前記基板本体の一方の面側に開口する溝であっ
て、内底面の周縁部と内側面の一端部とが、前記内底面に対して末広がりに傾斜する傾斜
面を介して連続する溝を形成する第１工程と、前記基板本体に、一端が前記内底面に連通
し、他端が前記基板本体の他方の面側に開口する貫通孔を形成する第２工程と、前記基板
本体の前記他方の面に金属層を形成する第３工程と、前記金属層を給電層とする電解めっ
き法により、前記他端側から前記貫通孔の少なくとも一部を充填する第１導電層を形成す
る第４工程と、前記第１導電層の前記溝側の面を被覆し、前記溝内の前記内側面を除く部
分の少なくとも一部に延在する第２導電層を形成する第５工程と、前記金属層、前記第１
導電層、及び前記第２導電層を給電層とする電解めっき法により、前記第２導電層を被覆
し、前記溝を充填する第３導電層を形成する第６工程と、前記金属層を除去する第７工程
と、を有することを要件とする。
【発明の効果】
【００１８】
　開示の技術によれば、シームやボイド等の欠陥が発生し難い配線基板、及びその製造方
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法を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】従来の配線基板を例示する断面図である。
【図２】従来の配線基板の製造工程を例示する図（その１）である。
【図３】従来の配線基板の製造工程を例示する図（その２）である。
【図４】従来の配線基板の製造工程を例示する図（その３）である。
【図５】第１の実施の形態に係る配線基板を例示する平面図である。
【図６】図５のＡ－Ａ線に沿う断面図である。
【図７】図６の溝近傍の部分拡大図である。
【図８】第１の実施の形態に係る配線基板の製造工程を例示する図（その１）である。
【図９】第１の実施の形態に係る配線基板の製造工程を例示する図（その２）である。
【図１０】第１の実施の形態に係る配線基板の製造工程を例示する図（その３）である。
【図１１】第１の実施の形態に係る配線基板の製造工程を例示する図（その４）である。
【図１２】第１の実施の形態に係る配線基板の製造工程を例示する図（その５）である。
【図１３】第１の実施の形態に係る配線基板の製造工程を例示する図（その６）である。
【図１４】第１の実施の形態に係る配線基板の製造工程を例示する図（その７）である。
【図１５】第１の実施の形態に係る配線基板の製造工程を例示する図（その８）である。
【図１６】第１の実施の形態に係る配線基板の製造工程を例示する図（その９）である。
【図１７】第１の実施の形態に係る配線基板の製造工程を例示する図（その１０）である
。
【図１８】第１の実施の形態に係る配線基板の製造工程を例示する図（その１１）である
。
【図１９】第１の実施の形態に係る配線基板の製造工程を例示する図（その１２）である
。
【図２０】第１の実施の形態に係る配線基板の製造工程を例示する図（その１３）である
。
【図２１】第１の実施の形態に係る配線基板の製造工程を例示する図（その１４）である
。
【図２２】第１の実施の形態に係る配線基板の製造工程を例示する図（その１５）である
。
【図２３】比較例１に係る配線基板の製造工程を例示する図（その１）である。
【図２４】比較例１に係る配線基板の製造工程を例示する図（その２）である。
【図２５】比較例２に係る配線基板を例示する断面図である。
【図２６】第１の実施の形態の変形例１に係る配線基板の溝近傍の部分拡大図（その１）
である。
【図２７】第１の実施の形態の変形例１に係る配線基板の溝近傍の部分拡大図（その２）
である。
【図２８】第１の実施の形態の変形例２に係る配線基板を例示する断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、図面を参照して発明を実施するための形態について説明する。なお、各図面にお
いて、同一構成部分には同一符号を付し、重複した説明を省略する場合がある。
【００２１】
　〈第１の実施の形態〉
　［第１の実施の形態に係る配線基板の構造］
　始めに、第１の実施の形態に係る配線基板の構造について説明する。図５は、第１の実
施の形態に係る配線基板を例示する平面図である。図６は、図５のＡ－Ａ線に沿う断面図
である。図７は、図６の溝近傍の部分拡大図である。なお、説明の便宜のため、図５にお
いて、第２絶縁層１６及び第１外部接続端子１８は省略されている。
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【００２２】
　図５～図７を参照するに、配線基板１０は、基板本体１１と、第１絶縁層１２と、第１
導電層１３と、第２導電層１４と、第３導電層１５と、第２絶縁層１６と、第３絶縁層１
７と、第１外部接続端子１８と、第２外部接続端子１９とを有する。
【００２３】
　配線基板１０において、基板本体１１は、第１導電層１３等を形成する基体となる部分
であり、溝１１ｘ（所謂トレンチ）及び貫通孔１１ｙが形成されている。基板本体１１の
厚さは、例えば、２００～４００μｍ程度とすることができる。基板本体１１の材料とし
ては、シリコン、ガラス、セラミック等を用いることができる。
【００２４】
　なお、配線基板１０は、半導体チップを搭載することにより半導体パッケージとなり得
る。その際、半導体チップはシリコン基板を有するものが多いため、熱膨張係数を整合さ
せる観点からすると、基板本体１１の材料としてシリコンやシリコンに熱膨張係数が近い
硼珪酸ガラスを用いると好適である。硼珪酸ガラスは、硼酸（Ｂ２Ｏ３）と珪酸（ＳｉＯ

２）を主成分として含むガラスであり、熱膨張係数は３ｐｐｍ／℃程度である。又、加工
性の観点からすると、基板本体１１の材料としてシリコンを用いると好適である。
【００２５】
　基板本体１１の熱膨張係数を半導体チップの熱膨張係数と整合させる理由は、高温環境
下や低温環境下で動作する場合も含め、配線基板１０と半導体チップとの接合部に生じる
熱応力を低減するためである。以下、基板本体１１がシリコンである場合を例にして説明
する。
【００２６】
　溝１１ｘは、基板本体１１の一方の面１１ａ側に開口する溝であり、第３導電層１５を
含む配線パターンが形成される部分である。従って、溝１１ｘは、配線パターンの形状に
対応する位置に適宜形成される（図５参照）。溝１１ｘの幅は、例えば５０～７０μｍ程
度とすることができる。溝１１ｘの深さは、例えば４０～６０μｍ程度とすることができ
る。溝１１ｘの配設ピッチは、例えば８０～１００μｍ程度とすることができる。
【００２７】
　溝１１ｘは、内底面１１ｐと、内側面１１ｑと、内底面１１ｐの周縁部と内側面１１ｑ
の一端部とを繋ぐ傾斜面１１ｒとを有する。内底面１１ｐと内側面１１ｑとは略垂直であ
り、傾斜面１１ｒは内底面１１ｐに対して末広がりに傾斜している。換言すれば、内底面
１１ｐの周縁部と内側面１１ｑの一端部（基板本体１１の一方の面１１ａと反対側の端部
）とが、内底面１１ｐに対して末広がりに傾斜する傾斜面１１ｒを介して連続し、溝１１
ｘを形成している。なお、『内側面１１ｐに対して末広がりに傾斜する』とは、溝１１ｘ
の開口端側の面積が内底面１１ｐの面積よりも広くなるように、傾斜面１１ｒが内底面１
１ｐに対して傾斜していることをいう。
【００２８】
　傾斜面１１ｒの高さＴ（基板本体１１の厚さ方向の高さ）は、例えば、溝１１ｘの幅（
例えば５０～７０μｍ程度）の１０～２０％程度とすることができる。傾斜面１１ｒの内
底面１１ｐに対する傾斜角θは、例えば、４５～５５度程度とすることができる。なお、
傾斜面１１ｒの断面形状は直線でなくてもよく、曲線や、直線と曲線とを含む形状であっ
てもよい。つまり、傾斜面１１ｒは平面でもよく、曲面でもよく、平面と曲面の両方を含
む形状であってもよい。
【００２９】
　貫通孔１１ｙは、一端が溝１１ｘの内底面１１ｐに連通し他端が基板本体１１の他方の
面１１ｂ側に開口する平面形状が略円形の孔（所謂ＴＳＶ：through　silicon　via）で
ある。貫通孔１１ｙは、第１導電層１３が形成される部分である。貫通孔１１ｙの径は、
例えば４０～６０μｍ程度とすることができる。貫通孔１１ｙの深さは、例えば１４０～
３６０μｍ程度とすることができる。このように、貫通孔１１ｙは、比較的アスペクト比
の高い孔である。なお、図６において、貫通孔１１ｙと連通するように描かれていない溝
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１１ｘも、断面図に表れない部分において、貫通孔１１ｙと連通している（図５参照）。
【００３０】
　第１絶縁層１２は、基板本体１１の一方の面１１ａ及び他方の面１１ｂ、溝１１ｘの内
底面１１ｐ、内側面１１ｑ、及び傾斜面１１ｒ、並びに貫通孔１１ｙの内側面に形成され
ている。第１絶縁層１２は、基板本体１１と第１導電層１３、第２導電層１４、及び第３
導電層１５との間を絶縁するための膜である。第１絶縁層１２の材料としては、例えば、
二酸化珪素（ＳｉＯ２）や窒化珪素（ＳｉＮ）、ポリイミド（ＰＩ）等を用いることがで
きる。第１絶縁層１２の厚さは、例えば１～２μｍ程度とすることができる。なお、本実
施の形態では、基板本体１１がシリコン（半導体材料）であるから第１絶縁層１２を設け
ているが、基板本体１１がガラス等の絶縁性材料である場合には、第１絶縁層１２を設け
なくても構わない。
【００３１】
　第１導電層１３は、内側面が第１絶縁層１２に被覆された貫通孔１１ｙの少なくとも一
部を充填するように形成されている。本実施の形態では、第１導電層１３は、貫通孔１１
ｙの上部（溝１１ｘ側）を除く部分に充填されており、第１導電層１３の上面（溝１１ｘ
側の面）は、溝１１ｘの内底面１１ｐに対して基板本体１１の他方の面１１ｂ側に窪んだ
位置にある。つまり、第１導電層１３の上面（溝１１ｘ側の面）と、貫通孔１１ｙの内側
面を被覆する第１絶縁層１２とは凹部１３ｘを形成している。
【００３２】
　なお、第１導電層１３は、貫通孔１１ｙの上部（溝１１ｘ側）も含めて、内側面が第１
絶縁層１２に被覆された貫通孔１１ｙを完全に充填するように形成しても良い。その場合
には、第１導電層１３の上面（溝１１ｘ側の面）と溝１１ｘの内底面１１ｐを被覆する第
１絶縁層１２の上面とが略面一となり、凹部１３ｘは形成されない。凹部１３ｘの深さは
、例えば０～１０μｍ程度とすることができる。
【００３３】
　但し、第１導電層１３を、溝１１ｘの内底面１１ｐから突出するように形成することは
好ましくない。第１導電層１３が溝１１ｘの内底面１１ｐから突出すると、突出部を被覆
する第２導電層１４の被膜状態が悪化し、第２導電層１４の剥離や断線等を引き起こす虞
があるからである。本実施の形態では、このような問題の発生を回避するために、第１導
電層１３の上面（溝１１ｘ側の面）が溝１１ｘの内底面１１ｐに対して基板本体１１の他
方の面１１ｂ側に窪んだ位置に来る程度に第１導電層１３を充填し、凹部１３ｘを形成し
た場合を例にして説明する。
【００３４】
　第１導電層１３の材料としては、例えば銅（Ｃｕ）等を用いることができる。第１導電
層１３は、第３導電層１５を含む配線パターンを第２導電層１４を介して第１外部接続端
子１８と電気的に接続する電極を構成している。
【００３５】
　第２導電層１４は、凹部１３ｘ内及び溝１１ｘ内の一部に形成されている。より詳しく
は、第２導電層１４は、凹部１３ｘが形成されない場合（第１導電層１３の上面（溝１１
ｘ側の面）と溝１１ｘの内底面１１ｐに形成された第１絶縁層１２とが略面一となる場合
）も含め、第１導電層１３の上面（溝１１ｘ側の面）及び貫通孔１１ｙの内側面を被覆す
る第１絶縁層１２を被覆し、溝１１ｘの内底面１１ｐを被覆する第１絶縁層１２の全部及
び溝１１ｘの傾斜面１１ｒを被覆する第１絶縁層１２の一部（溝１１ｘの傾斜面１１ｒの
内側面１１ｑ側を除く部分）に延在している。つまり、第２導電層１４は、溝１１ｘの傾
斜面１１ｒを被覆する第１絶縁層１２の外縁部上には形成されてなく、傾斜面１１ｒの外
縁部には第１絶縁層１２が数μｍ程度の略一定幅で帯状に露出している。第２導電層１４
は、第１導電層１３及び第３導電層１５と電気的に接続されている。
【００３６】
　第２導電層１４としては、例えばチタン（Ｔｉ）膜と銅（Ｃｕ）膜が第１導電層１３又
は第１絶縁層１２上に、この順番で順次積層した導電層等を用いることができる。なお、
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チタン（Ｔｉ）膜は、第１絶縁層１２の材料が二酸化珪素（ＳｉＯ２）や窒化珪素（Ｓｉ
Ｎ）である場合に、密着性が良好である。第２導電層１４の厚さは、例えば１μｍ程度と
することができる。
【００３７】
　第３導電層１５は、第２導電層１４を被覆し、溝１１ｘを充填するように形成されてい
る。第３導電層１５の上面は、基板本体１１の一方の面１１ａを被覆する第１絶縁層１２
の上面と略面一とされている。第３導電層１５の材料としては、例えば銅（Ｃｕ）等を用
いることができる。第３導電層１５は、配線パターンを構成している。第３導電層１５の
材料が銅（Ｃｕ）であり、第１絶縁層１２の材料が二酸化珪素（ＳｉＯ２）や窒化珪素（
ＳｉＮ）である場合には、両者は密着しない。しかしながら、第３導電層１５は、第２導
電層１４を介して第１絶縁層１２又は第１導電層１３と密着するため、密着強度的には問
題とならない。
【００３８】
　なお、本実施の形態では、第１導電層１３と第３導電層１５との間には、必ず第２導電
層１４が介在する構造となっている。これは、後述する配線基板１０の製造工程から生じ
るものである。後述する配線基板１０の製造工程により、第１導電層１３及び第３導電層
１５にシームやボイド等の欠陥が発生することを防止することが可能となる。
【００３９】
　第２絶縁層１６は、基板本体１１の一方の面１１ａを被覆する第１絶縁層１２上、及び
溝１１ｘから露出する第３導電層１５上に形成されている。第２絶縁層１６は開口部１６
ｘを有し、開口部１６ｘの底部には第３導電層１５の一部が露出している。開口部１６ｘ
の底部に露出する第３導電層１５は、第１外部接続端子１８を形成する電極パッドとして
機能する。第２絶縁層１６の材料としては、例えばベンゾシクロブテン（ＢＣＢ）、ポリ
ベンゾオキサゾール（ＰＢＯ）、ポリイミド（ＰＩ）等の絶縁性樹脂を用いることができ
る。第２絶縁層１６の材料として、エポキシ系樹脂やイミド系樹脂等を含む感光性樹脂組
成物等を用いても構わない。第２絶縁層１６の厚さは、例えば５～３０μｍ程度とするこ
とができる。
【００４０】
　必要に応じ、開口部１６ｘの底部に露出する第３導電層１５上に、金属層を形成しても
よい。金属層の例としては、Ａｕ層や、Ｎｉ／Ａｕ層（Ｎｉ層とＡｕ層をこの順番で積層
した金属層）、Ｎｉ／Ｐｄ／Ａｕ層（Ｎｉ層とＰｄ層とＡｕ層をこの順番で積層した金属
層）等を挙げることができる。又、金属層の他の例としては、ＳｎＡｇやＳｎＡｇＣｕ等
のはんだめっき等を挙げることができる。金属層を形成することにより、第３導電層１５
と第１外部接続端子１８等との接続信頼性を向上できる。
【００４１】
　第３絶縁層１７は、基板本体１１の他方の面１１ｂを被覆する第１絶縁層１２上、及び
貫通孔１１ｙから露出する第１導電層１３上に形成されている。第３絶縁層１７は開口部
１７ｘを有し、開口部１７ｘの底部には第１導電層１３の一部が露出している。開口部１
７ｘの底部に露出する第１導電層１３は、第２外部接続端子１９を形成する電極パッドと
して機能する。第３絶縁層１７の材料や厚さは、第２絶縁層１６と同様であるため、その
説明は省略する。
【００４２】
　必要に応じ、開口部１７ｘの底部に露出する第１導電層１３上に、開口部１６ｘの底部
に露出する第３導電層１５上に形成する金属層と同様な金属層を形成してもよい。金属層
を形成することにより、第１導電層１３と第２外部接続端子１９等との接続信頼性を向上
できる。
【００４３】
　第１外部接続端子１８は、開口部１６ｘの底部に露出する第３導電層１５上に（開口部
１６ｘの底部に露出する第３導電層１５上に金属層が形成されている場合には、金属層上
に）形成されている。第２外部接続端子１９は、開口部１７ｘの底部に露出する第１導電



(9) JP 5613620 B2 2014.10.29

10

20

30

40

50

層１３上に（開口部１７ｘの底部に露出する第１導電層１３上に金属層が形成されている
場合には、金属層上に）形成されている。
【００４４】
　第１外部接続端子１８及び第２外部接続端子１９は、配線基板１０と半導体チップや他
の配線基板等とを電気的に接続するための端子である。第１外部接続端子１８及び第２外
部接続端子１９としては、例えば、はんだバンプ等を用いることができる。第１外部接続
端子１８及び第２外部接続端子１９がはんだバンプである場合の材料としては、例えばＰ
ｂを含む合金、ＳｎとＣｕの合金、ＳｎとＡｇの合金、ＳｎとＡｇとＣｕの合金等を用い
ることができる。
【００４５】
　なお、第２絶縁層１６や第３絶縁層１７上に、更に配線層と絶縁層とを交互に積層し、
多層配線を形成しても構わない。
【００４６】
　［第１の実施の形態に係る配線基板の製造方法］
　次に、第１の実施の形態に係る配線基板の製造方法について説明する。図８～図２２は
、第１の実施の形態に係る配線基板の製造工程を例示する図である。
【００４７】
　始めに、図８に示す工程では、基板本体１１を準備し、基板本体１１の一方の面１１ａ
側に、最終的に溝１１ｘの一部となる溝１１ｍを形成する。溝１１ｍは断面形状が略逆台
形状の溝であり、溝１１ｍの側壁の傾斜面は最終的に溝１１ｘの傾斜面１１ｒとなる。溝
１１ｘは、第３導電層１５を含む配線パターンが形成される部分である。従って、最終的
に溝１１ｘの一部となる溝１１ｍは、配線パターンの形状に対応する位置に適宜形成され
る。基板本体１１は、例えば６インチ（約１５０ｍｍ）、８インチ（約２００ｍｍ）、１
２インチ（約３００ｍｍ）等のシリコンウェハ等である。シリコンウェハの厚さは、例え
ば０．６２５ｍｍ（６インチの場合）、０．７２５ｍｍ（８インチの場合）、０．７７５
ｍｍ（１２インチの場合）等であるが、バックサイドグラインダー等で適宜薄型化するこ
とができる。
【００４８】
　溝１１ｍは、例えば、結晶方位（１００）又は（１１０）からなるシリコンウェハにお
いて、結晶方位（１００）又は（１１０）に対して垂直又は平行にエッチングすることに
より形成できる。以下に一例を挙げる。
【００４９】
　溝１１ｍは、例えば、基板本体１１の一方の面１１ａに溝１１ｍを形成する位置を開口
するレジスト層（図示せず）を形成し、レジスト層（図示せず）をマスクとして基板本体
１１をエッチングすることにより形成できる。例えば、基板本体１１の一方の面１１ａを
シリコンの（１００）面とし、例えばＫＯＨ（水酸化カリウム）やＴＭＡＨ（テトラメチ
ルアンモニウムハイドロオキサイド）等のアルカリ性溶液を用いた結晶異方性エッチング
法でシリコンの（１００）面をエッチングすることにより、溝１１ｍを形成できる。
【００５０】
　すなわち、シリコンの（１１１）面のエッチングレートはシリコンの（１００）面のエ
ッチングレートと比較すると著しく遅いため、シリコンの（１００）面からＫＯＨ（水酸
化カリウム）やＴＭＡＨ（テトラメチルアンモニウムハイドロオキサイド）等によりエッ
チングを行うと、エッチングレートの遅い（１１１）面（傾斜面１１ｒに対応）が現れて
、断面形状が略逆台形状の溝１１ｍが形成される。
【００５１】
　溝１１ｍの幅は、例えば５０～７０μｍ程度とすることができる。溝１１ｍの高さＴ（
基板本体１１の厚さ方向の高さ）は、例えば、溝１１ｍの幅（例えば５０～７０μｍ程度
）の１０～２０％程度とすることができる。溝１１ｍの配設ピッチは、例えば８０～１０
０μｍ程度とすることができる。なお、この例では、傾斜面の内底面に対する傾斜角θは
５４．７度となるが、基板本体１１の一方の面１１ａをシリコンの（１１０）面とした場
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合には、傾斜面の内底面に対する傾斜角θは４５度となる。
【００５２】
　次いで、図９に示す工程では、溝１１ｍ内を更に加工し、内底面１１ｐ、内側面１１ｑ
、及び内底面１１ｐの周縁部と内側面１１ｑの一端部とを繋ぐ傾斜面１１ｒを有する溝１
１ｘを完成させる。溝１１ｘは、例えば、図８のレジスト層（図示せず）を除去していな
い状態で、レジスト層（図示せず）をマスクとして基板本体１１（溝１１ｍ内）を更にエ
ッチングすることにより形成できる。エッチングとしては、例えばＳＦ６（六フッ化硫黄
）を用いた反応性イオンエッチング（DRIE：Deep　Reactive　Ion　Etching）等の異方性
エッチング法を用いると好適である。溝１１ｘの深さ（基板本体１１の一方の面１１ａと
内底面１１ｐとの距離）は、例えば４０～６０μｍ程度とすることができる。なお、傾斜
面１１ｒの断面形状は直線でなくてもよく、曲線や、直線と曲線とを含む形状であっても
よい。
【００５３】
　次いで、図１０に示す工程では、一端が基板本体１１の一方の面１１ａ側に形成された
溝１１ｘに連通し、他端が基板本体１１の他方の面１１ｂ側に開口する貫通孔１１ｙを形
成する。貫通孔１１ｙは、例えば、貫通孔１１ｙを形成する位置を開口するレジスト層（
図示せず）を形成し、レジスト層（図示せず）をマスクとして基板本体１１をエッチング
することにより形成できる。エッチングとしては、例えばＳＦ６（六フッ化硫黄）を用い
た反応性イオンエッチング（DRIE：Deep　Reactive　Ion　Etching）等の異方性エッチン
グ法を用いると好適である。貫通孔１１ｙの平面形状は、例えば略円形とすることができ
る。貫通孔１１ｙの径は、例えば４０～６０μｍ程度とすることができる。貫通孔１１ｙ
の深さは、例えば１４０～３６０μｍ程度とすることができる。なお、図９に示す工程と
図１０に示す工程との間に、基板本体１１の一方の面１１ａ並びに溝１１ｘの内底面１１
ｐ、内側面１１ｑ、及び傾斜面１１ｒを被覆する熱酸化膜（ＳｉＯ２）を形成する工程を
設けても良い。
【００５４】
　次いで、図１１に示す工程では、基板本体１１の一方の面１１ａ及び他方の面１１ｂ、
溝１１ｘの内底面１１ｐ、内側面１１ｑ、及び傾斜面１１ｒ、並びに貫通孔１１ｙの内側
面に第１絶縁層１２を形成する。第１絶縁層１２としては、例えば熱酸化膜（ＳｉＯ２）
を用いることができる。第１絶縁層１２は、基板本体１１の表面近傍の温度を例えば１０
００℃以上とするウェット熱酸化法により熱酸化することで形成できる。第１絶縁層１２
の厚さは、例えば１～２μｍ程度とすることができる。なお、第１絶縁層１２として、Ｃ
ＶＤ（Chemical　Vapor　Deposition）法等により、例えば二酸化珪素（ＳｉＯ２）や窒
化珪素（ＳｉＮ）、ポリイミド（ＰＩ）等の膜を形成しても構わない。なお、図９に示す
工程と図１０に示す工程との間に、前述の熱酸化膜（ＳｉＯ２）を形成する工程を設けた
場合には、設けた熱酸化膜（ＳｉＯ２）を図１１に示す工程の前に一端除去してから、図
１１に示す工程で改めて第１絶縁層１２を形成する。
【００５５】
　次いで、図１２に示す工程では、基板本体１１の他方の面１１ｂを被覆する第１絶縁層
１２上に、接着層２１を介して金属層２２を配設する。そして、内側面が第１絶縁層１２
に被覆された貫通孔１１ｙに対応する部分の接着層２１をアッシング法等により除去し、
開口部２１ｘを形成する。これにより、内側面が第１絶縁層１２に被覆された貫通孔１１
ｙの底部に金属層２２の上面が露出する。金属層２２は、電解めっき法により、第１導電
層１３等を形成する際の給電層となる部材である。金属層２２としては、例えば銅（Ｃｕ
）板や銅（Ｃｕ）箔等を用いることができる。以下、金属層２２が銅（Ｃｕ）板である場
合を例にして説明する。
【００５６】
　次いで、図１３に示す工程では、金属層２２を給電層とする電解めっき法により、金属
層２２側から貫通孔１１ｙ内にめっき膜を析出成長させることで、貫通孔１１ｙの少なく
とも一部を充填する第１導電層１３Ｓを形成する。なお、第１導電層１３Ｓは、不要部分
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が除去されて、最終的には第１導電層１３となる層である。第１導電層１３Ｓの材料とし
ては、例えば銅（Ｃｕ）等を用いることができる。第１導電層１３Ｓは、貫通孔１１ｙの
上部（溝１１ｘ側）を除く部分を充填すれば十分である。この場合、第１導電層１３Ｓの
上面（溝１１ｘ側の面）と、貫通孔１１ｙの内側面を被覆する第１絶縁層１２とにより凹
部１３ｘが形成される。
【００５７】
　なお、前述のように、第１導電層１３Ｓは、貫通孔１１ｙの上部（溝１１ｘ側）も含め
て、内側面が第１絶縁層１２に被覆された貫通孔１１ｙを完全に充填するよう（第１導電
層１３Ｓの上面（溝１１ｘ側の面）と溝１１ｘの内底面１１ｐに形成された第１絶縁層１
２とが略面一となるよう）に形成しても良いが、第１導電層１３Ｓを溝１１ｘの内底面１
１ｐから突出するように形成することは好ましくない。凹部１３ｘの深さは、例えば０～
１０μｍ程度とすることができる。
【００５８】
　貫通孔１１ｙの内側面は第１絶縁層１２に被覆されているため、金属層２２側からのみ
（一方向からのみ）めっき膜が成長して第１導電層１３Ｓが形成される。これにより、第
１導電層１３Ｓに、従来の配線基板１００のように二方向からめっき膜が成長することに
起因してシームやボイド等の欠陥が発生することを防止できる。その結果、第１導電層１
３Ｓがシームやボイド等の欠陥の発生に起因して熱応力により断線したり、第２外部接続
端子１９との接続信頼性が低下したりする問題を回避できる。
【００５９】
　次いで、図１４に示す工程では、基板本体１１の一方の面１１ａを被覆する第１絶縁層
１２上、溝１１ｘの内底面１１ｐ、内側面１１ｑ、及び傾斜面１１ｒを被覆する第１絶縁
層１２上、並びに凹部１３ｘ内に、例えばスパッタ法等により第２導電層１４Ｓを形成す
る。なお、第２導電層１４Ｓは、不要部分が除去されて、最終的には第２導電層１４とな
る層である。第２導電層１４Ｓとしては、例えばチタン（Ｔｉ）膜と銅（Ｃｕ）膜が第１
絶縁層１２上又は第１導電層１３上に、この順番で順次積層した導電層等を用いることが
できる。第２導電層１４Ｓの厚さは、例えば１μｍ程度とすることができる。
【００６０】
　次いで、図１５に示す工程では、第２導電層１４Ｓを被覆するレジスト層２３Ｓを形成
する。なお、レジスト層２３Ｓは、不要部分が除去されて、最終的にはレジスト層２３と
なる層である。具体的には、第２導電層１４Ｓ上に、例えばエポキシ系樹脂やイミド系樹
脂等を含む感光性樹脂組成物からなる液状又はペースト状のレジストを塗布する。或いは
、第２導電層１４Ｓ上に、例えばエポキシ系樹脂やイミド系樹脂等を含む感光性樹脂組成
物からなるフィルム状のレジスト（例えば、ドライフィルムレジスト等）をラミネートす
る。レジスト層２３Ｓの厚さは、例えば数μm程度とすることができる。なお、ここでは
、レジスト層２３Ｓがポジ型レジストである場合を例にして以下の説明を行うが、レジス
ト層２３Ｓとしてネガ型レジストを用いても構わない。
【００６１】
　次いで、図１６に示す工程では、遮光部２４ａを有するマスク２４を介してレジスト層
２３Ｓを矢印方向から露光する。本実施の形態では、基板本体１１の一方の面１１ａ上に
形成されたレジスト層２３Ｓ、溝１１ｘの内側面１１ｑ上、及び溝１１ｘの傾斜面１１ｒ
の一部の上に形成されたレジスト層２３Ｓを露光するように、遮光部２４ａが形成されて
いる。
【００６２】
　次いで、図１７に示す工程では、露光されたレジスト層２３Ｓを現像し、基板本体１１
の一方の面１１ａ上に形成されたレジスト層２３Ｓ、溝１１ｘの内側面１１ｑ上、及び溝
１１ｘの傾斜面１１ｒの一部の上に形成されたレジスト層２３Ｓを除去する。これにより
、溝１１ｘの内底面１１ｐ上及び傾斜面１１ｒの外縁部（内側面１１ｑ側）を除く部分に
レジスト層２３が形成される。つまり、レジスト層２３は、溝１１ｘの傾斜面１１ｒを被
覆する第１絶縁層１２の外縁部上には形成されず、傾斜面１１ｒの外縁部には第１絶縁層
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１２が数μｍ程度の略一定幅で帯状に露出する。
【００６３】
　次いで、図１８に示す工程では、レジスト層２３をマスクとして図１７に示す第２導電
層１４Ｓをエッチングし、レジスト層２３に被覆されていない第２導電層１４Ｓを除去す
る。これにより、レジスト層２３に被覆された第２導電層１４が形成される。次いで、図
１９に示す工程では、レジスト層２３を除去する。
【００６４】
　次いで、図２０に示す工程では、金属層２２、第１導電層１３Ｓ、及び第２導電層１４
を給電層とする電解めっき法により、溝１１ｘ内に第２導電層１４側からめっき膜を析出
成長させることで、第３導電層１５Ｓを形成する。なお、第３導電層１５Ｓは、不要部分
が除去されて、最終的には第３導電層１５となる層である。第３導電層１５Ｓの材料とし
ては、例えば銅（Ｃｕ）等を用いることができる。第３導電層１５Ｓは、基板本体１１の
一方の面１１ａを被覆する第１絶縁層１２の上面から突出するように形成する。第３導電
層１５Ｓの第１絶縁層１２の上面からの突出量は、例えば３０～４０μｍ程度とすること
ができる。
【００６５】
　次いで、図２１に示す工程では、ＣＭＰ（Chemical　Mechanical　Polishing）法等に
より、基板本体１１の一方の面１１ａ側から突出する第３導電層１５Ｓ（図２０参照）を
研磨し、第３導電層１５を形成する。第３導電層１５の上面は、基板本体１１の一方の面
１１ａを被覆する第１絶縁層１２の上面と略面一となる。この工程により、第３導電層１
５を含んで構成される配線パターンが形成される。
【００６６】
　次いで、図２２に示す工程では、図２１に示す接着層２１及び金属層２２を除去し、更
に、基板本体１１の他方の面１１ｂ側から突出する第１導電層１３Ｓ（図２１参照）を研
磨し、第１導電層１３を形成する。銅（Ｃｕ）板である金属層２２は、例えば塩化第二鉄
水溶液や塩化第二銅水溶液、過硫酸アンモニウム水溶液等を用いたウェットエッチングに
より除去できる。但し、第３導電層１５が銅（Ｃｕ）から構成されている場合には、第３
導電層１５の露出面が金属層２２とともにエッチングされることを防止するため、第３導
電層１５の露出面をマスクする必要がある。接着層２１は、アッシング法等により除去で
きる。第１導電層１３Ｓは、ＣＭＰ（Chemical　Mechanical　Polishing）法等により研
磨できる。第１導電層１３の下面（溝１１ｘ側の面と反対の面）は、基板本体１１の他方
の面１１ｂを被覆する第１絶縁層１２の下面と略面一となる。
【００６７】
　次いで、図２２に示す工程の後、周知の方法により、開口部１６ｘを有する第２絶縁層
１６、開口部１７ｘを有する第３絶縁層１７、第１外部接続端子１８、及び第２外部接続
端子１９を形成することにより、図５～図７に示す配線基板１０が完成する。
【００６８】
　ここで、比較例を参照しながら、第１の実施の形態に係る配線基板１０の有する特有の
効果について説明する。図２３及び図２４は、比較例１に係る配線基板の製造工程を例示
する図である。始めに、図２３に示す工程では、第１の実施の形態の図９～図１７と同様
の工程を実行する。つまり、図８に示す傾斜面１１ｒを形成する工程は実行していないた
め、図２３に示すような断面形状が矩形状の溝１１ｊが形成され、溝１１ｊの内底面及び
内側面の下端部（内底面側）を被覆するレジスト層２３Ａが形成される。
【００６９】
　次いで、図２４に示す工程では、第１の実施の形態の図１８及び図１９と同様の工程を
実行し、第２導電層１４Ａを形成する。第２導電層１４Ａは、凹部１３ｘ内及び溝１１ｊ
内の一部に形成されている。より詳しくは、第２導電層１４Ａは、第１導電層１３の上面
（溝１１ｊ側の面）を被覆し、溝１１ｊの内底面を被覆する第１絶縁層１２の全部及び溝
１１ｊの内側面を被覆する第１絶縁層１２の下端部（溝１１ｊの内底面側）に延在してい
る。なお、第２導電層１４Ａの材料や厚さは、第２導電層１４と同様である。
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【００７０】
　このように、図８に示す傾斜面１１ｒを形成する工程を実行しないと、溝１１ｊの内側
面を被覆する第１絶縁層１２の下端部（溝１１ｊの内底面側）にも第２導電層１４Ａが形
成されてしまう。その結果、金属層２２、第１導電層１３Ｓ、及び第２導電層１４Ａを給
電層とする電解めっき法により、溝１１ｊ内に第２導電層１４Ａ側からめっき膜を析出成
長させて凹部１３ｘ及び溝１１ｊを充填すると、二方向（溝１１ｊの内底面及び内側面の
下端部）から成長してきためっき膜同士の接合部にシームやボイド等の欠陥が発生する虞
が生じる。
【００７１】
　なお、比較例１において、図１５に相当する工程では、断面形状が矩形状の溝１１ｊの
角部にレジスト層２３Ａが溜まりやすいため、角部に形成されるレジスト層２３Ａは他の
部分に比べて厚くなりやすい。そのため、図１６に相当する工程で、角部に形成されたレ
ジスト層２３Ａを露光及び現像しても、角部に形成されたレジスト層２３Ａを完全に除去
できない場合がある。従って、断面形状が矩形状の溝１１ｊの内側面の下端部（内底面側
）がレジスト層２３Ａで被覆されないようにする事は、極めて困難である。
【００７２】
　一方、第１の実施の形態に係る配線基板１０の製造方法では、図８に示す工程により傾
斜面１１ｒを形成するため、傾斜面１１ｒを被覆する第１絶縁層１２の一部には第２導電
層１４が形成されるが、内側面１１ｐを被覆する第１絶縁層１２には第２導電層１４が全
く形成されない。その結果、金属層２２、第１導電層１３Ｓ、及び第２導電層１４を給電
層とする電解めっき法により、溝１１ｘ内に第２導電層１４側からめっき膜を析出成長さ
せて凹部１３ｘ及び溝１１ｘを充填する第３導電層１５Ｓを形成する際に、内側面１１ｑ
の方向からはめっき膜が成長しないため、シームやボイド等の欠陥が発生する虞を低減で
きる。その結果、第３導電層１５Ｓがシームやボイド等の欠陥の発生に起因して熱応力に
より断線したり、第１外部接続端子１８との接続信頼性が低下したりする問題を回避でき
る。
【００７３】
　なお、第２導電層１４は傾斜面１１ｒの一部（内底面１１ｐ側）にも形成されており、
ここからもめっき膜が成長するが、傾斜面１１ｒは内底面１１ｐに対して例えば４５～５
５度程度傾斜しているため、内底面１１ｐに対して略垂直の内側面１１ｑに第２導電層１
４が形成された場合と比較して、シームやボイド等の欠陥が発生する虞を大幅に低減でき
る。
【００７４】
　図２５は、比較例２に係る配線基板を例示する断面図である。図２５を参照するに、配
線基板１０Ａにおいて、溝１１ｋは、基板本体１１の一方の面１１ａ側に開口する断面が
テーパ形状の溝である。つまり、溝１１ｋの基板本体１１の一方の面１１ａ側に開口する
開口部の幅は内底面の幅よりも広い。溝１１ｋのような断面がテーパ形状の溝の場合には
、図２５に示すように傾斜面の一部に第２導電層１４Ｂが形成されると、ここからもめっ
き膜が成長するが、内底面に対して略垂直の内側面に第２導電層が形成された場合と比較
すると、シームやボイド等の欠陥が発生する虞を低減できる。
【００７５】
　しかしながら、溝１１ｋのような断面がテーパ形状の溝を形成すると、溝１１ｋを狭ピ
ッチで配設することができない。つまり、配線パターンの狭ピッチ化の妨げになる。一方
、第１の実施の形態に係る配線基板１０では、傾斜面１１ｒは、内側面１１ｑの下端部（
内底面１１ｐ側）のみに形成されているため、溝１１ｘを狭ピッチで配設することができ
る。つまり、傾斜面１１ｒを形成することは、配線パターンの狭ピッチ化の妨げにはなら
ない。
【００７６】
　このように、第１の実施の形態によれば、基板本体１１の他方の面１１ｂに接着層２１
を介して金属層２２を配設する。そして、金属層２２をめっき給電層に利用した電解めっ
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き法により、内側面を第１絶縁層１２で被覆した貫通孔１１ｙ内に一方向のみからめっき
膜を成長させて第１導電層１３を形成する。その結果、第１導電層１３にシームやボイド
等の欠陥が発生することを防止することが可能となり、第１導電層１３がシームやボイド
等の欠陥の発生に起因して熱応力により断線したり、第２外部接続端子１９との接続信頼
性が低下したりする問題を回避できる。
【００７７】
　又、第１導電層１３の上面（溝１１ｘ側の面）及び貫通孔１１ｙの内側面を被覆する第
１絶縁層１２を被覆し、溝１１ｘの内底面１１ｐを被覆する第１絶縁層１２及び溝１１ｘ
の傾斜面１１ｒを被覆する第１絶縁層１２の一部（溝１１ｘの傾斜面１１ｒの内側面１１
ｑ側を除く部分）に延在する第２導電層１４を形成する。そして、金属層２２、第１導電
層１３、及び第２導電層１４をめっき給電層に利用した電解めっき法により、凹部１３ｘ
内及び溝１１ｘ内に実質的に一方向のみからめっき膜を成長させて第３導電層１５を形成
する。その結果、第３導電層１５にシームやボイド等の欠陥が発生することを防止するこ
とが可能となり、第３導電層１５がシームやボイド等の欠陥の発生に起因して熱応力によ
り断線したり、第１外部接続端子１８との接続信頼性が低下したりする問題を回避できる
。
【００７８】
　又、傾斜面１１ｒを有する溝１１ｘは、断面形状が略矩形状の溝（図１の溝１１０ｘ等
）と比較すると、基板本体１１の溝１１ｘ周辺部にかかる応力を緩和する効果がある。
【００７９】
　なお、本実施の形態では、前述の製造工程により配線基板を作製するため、第１導電層
１３と第３導電層１５との間には、必ず第２導電層１４が介在する構造となる（図６等参
照）。
【００８０】
　〈第１の実施の形態の変形例１〉
　第１の実施の形態の変形例１では、第１の実施の形態とは第２導電層１４の形成位置が
異なる例を示す。なお、第１の実施の形態の変形例１において、既に説明した実施の形態
と同一構成部品についての説明は省略する。
【００８１】
　図２６及び図２７は、第１の実施の形態の変形例１に係る配線基板の溝近傍の部分拡大
図である。
【００８２】
　図２６に示すように、第２導電層１４は、第１導電層１３の溝１１ｘ側の面を被覆し、
溝１１ｘ内の内底面１１ｐを被覆する第１絶縁層１２上の全部に延在するように形成して
もよい。つまり、溝１１ｘ内において、第２導電層１４は、傾斜面１１ｒを被覆する第１
絶縁層１２上には形成しなくてもよい。更に、第２導電層１４は、第１導電層１３の溝１
１ｘ側の面を被覆し、溝１１ｘ内の内底面１１ｐを被覆する第１絶縁層１２上の大部分（
外縁部を除く部分等）に延在するように形成してもよい。第２導電層１４を内底面１１ｐ
を被覆する第１絶縁層１２上の全部に形成しなくても、内底面１１ｐを被覆する第１絶縁
層１２上の一部分（内底面１１ｐの外縁部を除く部分等）に形成すれば、第２導電層１４
等を給電層とする電解めっき法により、第３導電層１５を形成できるからである。
【００８３】
　又、図２７に示すように、第２導電層１４は、第１導電層１３の溝１１ｘ側の面を被覆
し、溝１１ｘ内の内底面１１ｐを被覆する第１絶縁層１２上の全部、及び傾斜面１１ｒを
被覆する第１絶縁層１２上の全部に延在するように形成してもよい。この場合にも、第２
導電層１４等を給電層とする電解めっき法により第３導電層１５を形成する際に、内側面
１１ｑ側からめっき膜が成長することがないため、第３導電層１５にシームやボイド等の
欠陥が発生することを防止できる。
【００８４】
　このように、第２導電層１４は、溝１１ｘ内の内側面１１ｑを除く部分の少なくとも一
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部に延在してれば、第２導電層１４等を給電層とする電解めっき法により第３導電層１５
を形成する際に、シームやボイド等の欠陥が発生することを防止できる。
【００８５】
　〈第１の実施の形態の変形例２〉
　第１の実施の形態の変形例２では、第１の実施の形態とは出荷形態の異なる配線基板を
例示する。なお、第１の実施の形態の変形例２において、既に説明した実施の形態と同一
構成部品についての説明は省略する。
【００８６】
　図２８は、第１の実施の形態の変形例２に係る配線基板を例示する断面図である。図２
８を参照するに、配線基板１０Ａは、配線基板１０（図６等参照）から第２絶縁層１６、
第３絶縁層１７、第１外部接続端子１８、及び第２外部接続端子１９が削除されたもので
ある。
【００８７】
　図６等に示す配線基板１０は第２絶縁層１６及び第３絶縁層１７を有していたが、第２
絶縁層１６及び第３絶縁層１７はソルダーレジスト層として機能する絶縁層であり必須の
構成要素ではないため、図２８に示す配線基板１０Ａのように第２絶縁層１６及び第３絶
縁層１７を有さなくても構わない。
【００８８】
　又、図６等に示す配線基板１０は第１外部接続端子１８及び第２外部接続端子１９を有
していたが、第１外部接続端子１８及び第２外部接続端子１９は配線基板１０と半導体チ
ップや他の配線基板等とを電気的に接続するための端子であり必須の構成要素ではないた
め、図２８に示す配線基板１０Ａのように第１外部接続端子１８及び第２外部接続端子１
９を有さなくても構わない。配線基板１０Ａでは、基板本体１１の一方の面１１ａ側に露
出する第３導電層１５や、基板本体１１の他方の面１１ｂ側に露出する第１導電層１３自
体が外部接続端子として機能する。
【００８９】
　配線基板１０Ａを半導体チップや他の配線基板等と接続する場合には、基板本体１１の
一方の面１１ａ側に露出する第３導電層１５や、基板本体１１の他方の面１１ｂ側に露出
する第１導電層１３を、配線基板１０Ａと接続される半導体チップや他の配線基板側に設
けられたバンプやピン等と接続すればよい。
【００９０】
　このように、配線基板の出荷形態は、図６等に示す形態には限定されず、図２８に示す
形態としてもよい。又、これ以外の形態としてもよい。一例を挙げれば配線基板１０Ａに
第２絶縁層１６及び第３絶縁層１７のみを形成した形態（第１外部接続端子１８及び第２
外部接続端子１９は形成しない）や、基板本体１１の一方の面１１ａ側及び他方の面１１
ｂ側の何れか一方のみに絶縁層や外部接続端子を形成した形態等である。
【００９１】
　以上、好ましい実施の形態及びその変形例について詳説したが、上述した実施の形態及
びその変形例に制限されることはなく、特許請求の範囲に記載された範囲を逸脱すること
なく、上述した実施の形態及びその変形例に種々の変形及び置換を加えることができる。
【００９２】
　例えば、配線基板１０等は、基板本体１１に先に貫通孔１１ｙを形成し、その後、溝１
１ｘを形成する工程により製造してもよい。
【符号の説明】
【００９３】
　１０、１０Ａ、１０Ｂ　配線基板
　１１　基板本体
　１１ａ　基板本体の一方の面
　１１ｂ　基板本体の他方の面
　１１ｊ、１１ｋ、１１ｍ、１１ｘ　溝
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　１１ｐ　内底面
　１１ｑ　内側面
　１１ｒ　傾斜面
　１１ｙ　貫通孔
　１２　第１絶縁層
　１３、１３Ｓ　第１導電層
　１３ｘ　凹部
　１４、１４Ａ、１４Ｂ、１４Ｓ　第２導電層
　１５、１５Ｓ　第３導電層
　１６　第２絶縁層
　１６ｘ、１７ｘ、２１ｘ　開口部
　１７　第３絶縁層
　１８　第１外部接続端子
　１９　第２外部接続端子
　２１　接着層
　２２　金属板
　２３、２３Ａ、２３Ｓ　レジスト層
　２４　マスク
　２４ａ　遮光部
　Ｔ　高さ
　θ　角度

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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